
社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
に
お
け
る
従

来
の
申

請
手

続
に
つ
い
て

4

○
社

会
資

本
整

備
総

合
交

付
金

に
お

け
る

申
請

等
に

際
し

て
は

、
従

来
、

申
請

書
に

公
印

を
押

印
し

た
う

え
で

郵
送

（
※

申
請

内
容

（
添

付
資

料
）
に

つ
い

て
は

シ
ス

テ
ム

上
で

送
信

）
。

各
種

申
請

に
係

る
流

れ
（
市

町
村

事
業

の
場

合
）

市
町

村

都
道

府
県

地
方

整
備

局
等

策
定

・
申

請

審
査

・
報

告

受
付

・
進

達

申
請

書
の

郵
送

申
請

書
の

郵
送

印

申
請

書
申

請
内

容
（
添

付
資

料
）

シ
ス

テ
ム

上
で

送
信

公
印

押
印

の
う

え
、

郵
送

申
請

内
容

（
添

付
資

料
）

シ
ス

テ
ム

上
で

送
信

申
請

内
容

（
添

付
資

料
）

シ
ス

テ
ム

上
で

送
信
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５
月

８
日

上
記

を
踏

ま
え

、
社

会
資

本
整

備
総

合
交

付
金

に
お

け
る

申
請

書
等

の
提

出
方

法
に

つ
い

て
事

務
連

絡
を

発
出

・
当

面
の

間
、

従
来

の
郵

送
に

代
え

て
、

電
子

メ
ー

ル
に

よ
る

送
付

や
公

印
を

省
略

し
た

送
付

を
可

能
と

す
る

（
た

だ
し

、
後

日
改

め
て

公
印

を
押

印
し

た
申

請
書

等
を

郵
送

）

社
会
資
本
整

備
総

合
交

付
金
に
お
け
る
申
請
等
に
係
る
手
続
の
見
直
し
に
つ
い
て

5

４
月

２
７

日
経

済
財

政
諮

問
会

議
に

お
い

て
、

総
理

よ
り

指
示

「押
印

や
書

面
提

出
等

の
制

度
・慣

行
の

見
直

し
に

つ
い

て
、

・・
・着

手
で

き
る

も
の

か
ら

順
次

実
行

し
て

い
た

だ
き

た
い

」

７
月

１
７

日
骨

太
の

方
針

閣
議

決
定

「全
て

の
行

政
手

続
を

対
象

に
見

直
し

を
行

い
、

原
則

と
し

て
書

面
・押

印
・対

面
を

不
要

と
し

、
デ

ジ
タ

ル
で

完
結

で
き

る
よ

う
見

直
す

。
」

７
月

２
２

日
上

記
を

踏
ま

え
、

社
会

資
本

整
備

総
合

交
付

金
に

お
け

る
申

請
等

に
係

る
手

続
に

つ
い

て
改

め
て

事
務

連
絡

を
発

出
（
P.

6【
参

考
】
）

・
公

印
の

押
印

を
省

略
し

た
申

請
書

等
の

提
出

を
可

能
と

す
る

・
ま

た
、

申
請

書
等

の
提

出
方

法
に

つ
い

て
は

、
原

則
と

し
て

、
電

子
メ

ー
ル

に
よ

る
デ

ー
タ

送
付

と
す

る

・
さ

ら
に

、
年

内
目

途
で

社
会

資
本

整
備

総
合

交
付

金
シ

ス
テ

ム
の

改
修

等
を

行
い

、
申

請
書

等
の

提
出

を
含

め
事

務
手

続
が

シ
ス

テ
ム

内
で

完
結

す
る

よ
う

に
す

る

見
直

し
①

見
直

し
②
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【
参

考
】
「
公
印

省
略

及
び
電

子
化
に
つ
い
て
」
（
７
月

2
2
日
事
務
連

絡
）

6
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法
務
省
民
事
局
資
料
（
管
理
番
号
２
４
７
・
関
係
府
省
ヒ
ア
リ
ン
グ
）

不
動
産
移
転

登
記

等
に

係
る
登
録
免

許
税
の
算
定

の
際

，
電

子
で
の
評
価

額
を
利
用
す

る
御

提
案

に
つ
い
て

令
和
２
年
８
月
６
日

法
務
省
民
事
局

59
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御
提
案
の
内
容

検
討
の
方
向
性

固
定
資
産
評
価
証
明
書
の
取
得

地
方
税
法
第
４
２
２
条
の
３

に
基
づ
く
評
価
額
通
知

法
務
省
民
事
局
資
料
（
管
理
番
号
２
４
７
・
関
係
府
省
ヒ
ア
リ
ン
グ
）

検
討
の
ポ
イ
ン
ト

✔
不
動
産
の
売
買
に
当
た
っ
て
，
登
記
の
申
請
以
外
の
目
的
で
評
価
額
を
把

握
す
る
た
め
に
固
定
資
産
評
価
証
明
書
を
取
得
し
て
い
る
こ
と
も
多
い
。

不
動
産
を
売
買
す
る
と
，
申
請
人
は
，
そ
の
登
記
を
す
る
た
め
に
，
市

町
村
か
ら
固
定
資
産
評
価
証
明
書
を
取
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ

ろ
，
そ
の
申
請
件
数
が
多
量
で
あ
り
，
市
町
村
の
負
担
が
大
き
い
。

登
記
官
が
市
町
村
か
ら
登
記
所
へ
の
評
価
額
通
知
を
用
い
て
固
定

資
産
評
価
額
を
確
認
す
る
こ
と
で
，
申
請
人
が
固
定
資
産
評
価
額

を
把
握
す
る
必
要
を
な
く
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
御
提
案

✔
一
般
に
登
記
官
が
固
定
資
産
の
評
価
額
を
個
別
に
教
示
す
る
こ
と
に
つ
い
て

は
，
評
価
額
を
証
明
す
る
権
限
も
な
く
，
そ
の
正
確
性
に
つ
い
て
責
任
を
負
う

べ
き
立
場
に
も
な
い
た
め
，
困
難
で
あ
る
。

✔
登
録
免
許
税
の
評
価
根
拠
資
料
は
，
固
定
資
産
評
価
証
明
書
に
限
っ
て
お
ら

ず
，
固
定
資
産
税
納
税
明
細
書
等
の
提
出
を
含
め
て
お
願
い
し
て
い
る
。

✔
評
価
額
通
知
を
し
て
い
な
い
か
，
又
は
紙
媒
体
で
通
知
を
す
る
市
町
村
が
多

数
を
占
め
て
い
て
，
登
録
免
許
税
の
確
認
に
時
間
を
要
し
て
お
り
（
そ
の
た
め

登
録
免
許
税
の
算
定
根
拠
を
求
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
）
，
シ
ス
テ
ム
整

備
の
前
提
と
し
て
も
，
全
国
的
な
電
子
化
の
推
進
が
先
決
課
題
で
あ
る
。

登
記
分
野
に
お
い
て
，
固
定
資
産
評
価
証
明
書
の
取
得
・

提
出
の
慣
行
を
な
く
す
観
点
か
ら
，
行
政
機
関
間
に
お
け

る
土
地
情
報
連
携
の
高
度
化
の
取
組
等
も
踏
ま
え
，
市
町

村
か
ら
登
記
所
へ
の
評
価
額
通
知
の
オ
ン
ラ
イ
ン
提
供
の

拡
大
推
進
，
登
記
手
続
等
に
お
け
る
固
定
資
産
税
納
税
明

細
書
の
活
用
な
ど
の
方
策
に
よ
り
，
申
請
人
や
市
町
村
の

負
担
を
軽
減
で
き
な
い
か
を
引
き
続
き
関
係
府
省
と
検
討

す
る
。

改
善
策

✔
登
記
申
請
に
要
す
る
登
録
免
許
税
額
は
，
不
動
産
取
引
の
決
済
に
関
す
る
も

の
で
あ
り
，
申
請
人
は
，
登
記
申
請
前
で
あ
る
不
動
産
取
引
の
決
済
時
に
お
い

て
登
録
免
許
税
額
の
算
定
根
拠
た
る
評
価
額
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
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○
参

照
条

文

登
録

免
許
税
法
（
昭
和
４
２
年
法
律

第
３
５

号
）

（
抄

）

（
不

動
産
等
の
価
額
）

第
十

条
別
表
第
一
第
一
号
、
第

二
号
、
第

四
号

又
は

第
四
号
の

二
に

掲
げ

る
不
動
産
、
船
舶
、
ダ
ム
使
用
権
又
は
公
共
施
設

等
運

営
権
の
登
記
又
は
登
録
の
場
合

に
お
け

る
課

税
標

準
た
る
不

動
産

、
船

舶
、
ダ
ム
使
用
権
又
は
公
共
施
設
等
運
営
権
（
以

下
こ

の
項
に
お
い
て
「
不
動
産
等

」
と
い
う

。
）

の
価

額
は
、
当

該
登

記
又

は
登
録
の
時
に
お
け
る
不
動
産
等
の
価
額
に
よ
る
。

こ
の

場
合
に
お
い
て
、
当
該
不
動
産

等
の
上

に
所

有
権

以
外
の
権

利
そ

の
他

処
分
の
制
限
が
存
す
る
と
き
は
、
当
該
権
利
そ
の

他
処

分
の
制
限
が
な
い
も
の
と
し
た

場
合
の

価
額

に
よ

る
。

２
～

３
（
略
）

（
納

付
の
確
認
）

第
二

十
五
条

登
記
機
関
は
、
登

記
等
を
す

る
と

き
（

第
二
十
四

条
第

一
項

の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
書
類
が
免
許
等

を
し

た
後
に
提
出
さ
れ
る
場
合
及

び
前
条
第

二
項

の
納

付
の
期
限

が
免

許
等

を
し
た
日
後
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
財
務
省

令
で

定
め
る
と
き
）
は
、
当
該
登

記
等
に
つ

き
課

さ
れ

る
べ
き
登

録
免

許
税

の
額
の
納
付
の
事
実
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
以
下
略
）

附
則

（
不

動
産
登
記
に
係
る
不
動
産
価
額

の
特
例

）
第

七
条

新
法
別
表
第
一
の
第
一

号
に
掲
げ

る
不

動
産

の
登
記
の

場
合

に
お

け
る
新
法
第
十
条
第
一
項
の
課
税
標
準
た
る
不
動

産
の

価
額
は
、
当
分
の
間
、
当
該

登
記
の
申

請
の

日
の

属
す
る
年

の
前

年
十

二
月
三
十
一
日
現
在
又
は
当
該
申
請
の
日
の
属
す

る
年

の
一
月
一
日
現
在
に
お
い
て

地
方
税
法

（
昭

和
二

十
五
年
法

律
第

二
百

二
十
六
号
）
第
三
百
四
十
一
条
第
九
号
（
固
定
資

産
税

に
関
す
る
用
語
の
意
義
）
に

掲
げ
る
固

定
資

産
課

税
台
帳
に

登
録

さ
れ

た
当
該
不
動
産
の
価
格
を
基
礎
と
し
て
政
令
で
定

め
る

価
額
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る

。

法
務
省
民
事
局
資
料
（
管
理
番
号
２
４
７
・
関
係
府
省
ヒ
ア
リ
ン
グ
）
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○
参

照
条

文

登
録

免
許
税
法
施
行
令

（
昭
和
４
２

年
政
令

第
１

４
６

号
）

（
抄

）

附
則

３
法

附
則
第
七
条
に
規
定
す
る

政
令
で
定

め
る

価
額

は
、
地
方

税
法

（
昭

和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
三
百
四

十
一

条
第
九
号
に
掲
げ
る
固
定
資
産

課
税
台

帳
（

以
下

「
課
税
台

帳
」

と
い

う
。
）
に
登
録
さ
れ
た
価
格
の
あ
る
不
動
産
に
つ

い
て

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
当

該
不
動
産

の
登

記
の

申
請
の
日

の
属

す
る

日
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
金
額
に
相

当
す

る
価
額
と
し
、
課
税
台
帳
に

登
録
さ
れ

た
価

格
の

な
い
不
動

産
に

つ
い

て
は
、
当
該
不
動
産
の
登
記
の
申
請
の
日
に
お
い

て
当

該
不
動
産
に
類
似
す
る
不
動

産
で
課
税

台
帳

に
登

録
さ
れ
た

価
格

の
あ

る
も
の
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
当
該
申
請
の
日
の

区
分

に
応
じ
当
該
各
号
に
掲
げ
る

金
額
を
基

礎
と

し
て

当
該
登
記

に
係

る
登

記
機
関
が
認
定
し
た
価
額
と
す
る
。

一
登
記
の
申
請
の
日
が
そ
の

年
の
一
月

一
日

か
ら

三
月
三
十

一
日

ま
で

の
期
間
内
で
あ
る
も
の

そ
の
年
の
前
年
十
二
月

三
十
一
日
現
在
に
お
い
て
課

税
台
帳
に

登
録

さ
れ

た
当
該
不

動
産

の
価

格
に
百
分
の
百
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額

二
登
記
の
申
請
の
日
が
そ
の
年

の
四
月

一
日

か
ら

十
二
月
三

十
一

日
ま

で
の
期
間
内
で
あ
る
も
の

そ
の
年
の
一
月
一
日

現
在
に
お
い
て
課
税
台
帳
に
登

録
さ
れ

た
当

該
不

動
産
の
価

格
に

百
分

の
百
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額

地
方

税
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第

２
２
６
号

）
（

抄
）

（
土

地
又
は
家
屋
の
基
準
年
度
の

価
格
又
は

比
準

価
格

の
登
記
所

へ
の

通
知

）
第

四
百

二
十
二
条
の
三

市
町
村

長
は
、
第

四
百

十
条

第
一
項
、

第
四

百
十

七
条
、
第
四
百
十
九
条
第
二
項
又
は
第
四
百
三
十

五
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
、

土
地
及
び

家
屋

の
基

準
年
度
の

価
格

又
は

比
準
価
格
を
決
定
し
、
又
は
修
正
し
た
場
合
に
お

い
て

は
、
そ
の
基
準
年
度
の
価
格

又
は
比
準

価
格

を
、

遅
滞
な
く

、
当

該
決

定
又
は
修
正
に
係
る
土
地
又
は
家
屋
の
所
在
地
を

管
轄

す
る
登
記
所
に
通
知
し
な
け

れ
ば
な
ら

な
い

。

法
務
省
民
事
局
資
料
（
管
理
番
号
２
４
７
・
関
係
府
省
ヒ
ア
リ
ン
グ
）
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○
参

照
条

文

不
動

産
登
記
規
則
（
昭
和
４
２
年
法

律
第
３

５
号

）
（

抄
）

（
登

録
免
許
税
を
納
付
す
る
場
合
に

お
け
る

申
請

情
報

等
）

第
百

八
十
九
条

登
記
の
申
請
に

お
い
て
は

、
登

録
免

許
税
額
を

申
請

情
報

の
内
容
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に

お
い

て
、
登
録
免
許
税
法
別
表
第

一
第
一
号

（
一

）
か

ら
（
三
）

ま
で

、
（

五
）
か
ら
（
七
）
ま
で
、
（
十
）
、
（
十
一
）
及

び
（

十
二
）
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲

げ
る
登
記

に
つ

い
て

は
、
課
税

標
準

の
金

額
も
申
請
情
報
の
内
容
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～

７
（
略
）

（
課

税
標
準
の
認
定
）

第
百

九
十
条

登
記
官
は
、
申
請

情
報
の
内

容
と

さ
れ

た
課
税
標

準
の

金
額

を
相
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
申
請
人
に
対

し
、

登
記
官
が
認
定
し
た
課
税
標

準
の
金
額

を
適

宜
の

方
法
に
よ

り
告

知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
（

略
）

法
務
省
民
事
局
資
料
（
管
理
番
号
２
４
７
・
関
係
府
省
ヒ
ア
リ
ン
グ
）

○
参

考

成
長

戦
略
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
（
令
和

２
年
７

月
１

７
日

閣
議
決
定

）
（

抄
）

③
世

界
で
一
番
企
業
が
活
動
し
や

す
い
国
の

実
現

オ
）

不
動
産
関
連
情
報
・
サ
ー
ビ
ス

の
デ
ジ

タ
ル

化
固

定
資
産
評
価
額
の
証
明
書
の

取
得
・
提

出
の

慣
行

を
な
く
す

観
点

か
ら

、
20
20
年
1月

よ
り
開
始
し
た
市
町
村
か
ら
法
務

局
へ

の
評
価
額
通
知
の
オ
ン
ラ
イ

ン
提
供
の

拡
大

推
進

、
登
記
手

続
等

に
お

け
る
固
定
資
産
税
課
税
明
細
書
の
活
用
な
ど
の
方

策
を

20
2
0年

度
中
に
検
討
す
る
。
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加入者(保護者) 障 害 者      

   共済契約(条例）  （養育）

⑧ 弔慰金・脱退一時金 ① 掛 金 ⑧ 年  金 ⇒ 必要に応じ 年金管理者  へ 

加入期間に応じて、

・弔慰金

・脱退一時金

 制度の助長 

地方公共団体    心身障害者扶養共済制度条例準則

 (都道府県・指定都市)  同   施行規則準則 

【実施主体】

 特別調整費(1/2)

            扶養保険契約(約款) 

           国    

年金給付保険金

② 保  険  料 ⑦    弔慰金給付保険金 運営費交付金 
特別調整費 脱退一時金給付保険金 

 指導・監督

 独立行政法人福祉医療機構法 
同  施行令

独立行政法人 福祉医療機構 同  施行規則 

  （認可）業務方法書 

③ 保  険  料 （認可）扶養保険約款 

特例保険料 ⑤ 信  託  金   （認可）生命保険契約 

特例保険金  （認可）指定金銭信託契約 

 心身障害者扶養者  指定金銭信託契約 

 生命保険契約    (単独運用) 

④ 保  険  金(年 金 原 資     ) ⑥ 年金給付保険金

特別給付金(弔  慰  金)

 〃  (脱退一時金) 

    生命保険会社      信 託 銀 行       

◎資金の運用

心身障害者扶養保険制度の仕組み 

心身障害者 
扶養共済制度 

心身障害者 
扶養保険制度 

資料１ 
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重点番号34：心身障害者扶養共済制度の受給者の現況確認方法の見直し（厚生労働省）
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